
暮
ら
し
の
お
知
ら
せ

Information

　

11
月
は
「
動
物
に
よ
る
危
害
防
止
対

策
強
化
月
間
」
で
す
。
動
物
を
飼
っ
て

い
る
人
は
、
次
の
こ
と
に
注
意
し
ま

し
ょ
う
。

○
犬
を
飼
う
と
き
は
必
ず
登
録
を
し
、

狂
犬
病
予
防
注
射
を
毎
年
受
け
る

○
犬
の
放
し
飼
い
は
し
な
い

○
犬
の
散
歩
は
、
短
い
引
き
綱
を
付
け
、

動
き
を
制
御
で
き
る
人
が
行
い
、
散

歩
中
に
し
た
フ
ン
は
必
ず
持
ち
帰
る

○
知
ら
な
い
犬
に
は
近
づ
い
た
り
、
手

を
出
し
た
り
、
触
れ
た
り
し
な
い

○
猫
は
、
室
内
で
飼
う

○
サ
ル
・
ヘ
ビ
・
ワ
ニ
な
ど
危
険
な
動

物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
動
物
を
飼
育

す
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
保
健
所

長
の
許
可
を
得
る

捨
て
犬
・
捨
て
猫
の
禁
止

　

動
物
を
捨
て
る
行
為
は
犯
罪
で
す
。

も
し
捨
て
て
し
ま
っ
た
ら
、
法
律
で
罰

金
が
科
さ
れ
ま
す
。
捨
て
ら
れ
て
保
護

さ
れ
た
犬
猫
は
引
き
取
り
手
が
な
い
と
、

処
分
さ
れ
ま
す
。

　

ペ
ッ
ト
は
責
任
を
も
っ
て
最
後
ま
で

面
倒
を
見
ま
し
ょ
う
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
衛
生
課（
☎
20
‐

1
5
3
1
）へ
。

瓶
・
缶
ご
み
の
出
し
方

キ
ャッ
プ
を
外
し
て
分
別
を

　

瓶
・
缶
は
、
ご
み
処
理
施
設
で
選
別

さ
れ
、
再
資
源
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

つ
ぶ
れ
た
缶
は
機
械
に
よ
る
選
別
が

で
き
ま
せ
ん
。
缶
は
つ
ぶ
さ
ず
に
そ
の

ま
ま
指
定
ご
み
袋
へ
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

　
キ
ャ
ッ
プ
付
き
の
瓶
・
缶
は
、
キ
ャ
ッ

プ
を
外
し
て
中
身
を
空
に
し
、
水
で
中

を
軽
く
ゆ
す
い
で
く
だ
さ
い
。

下
総
・
大
栄
地
区
を
除
く
地
区

　

容
器
は
「
ビ
ン
・
カ
ン
・
ガ
ラ
ス
」

（
赤
色
の
指
定
袋
）へ
、
王
冠
・
金
属

キ
ャ
ッ
プ
は
「
金
物
・
陶
磁
器
類
」

（
黄
色
の
指
定
袋
）へ
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

キ
ャ
ッ
プ
は
「
ビ
ニ
ー
ル
・
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
類
」（
白
色
の
指
定
袋
）へ

下
総
・
大
栄
地
区

　

容
器
は
「
ビ
ン
・
カ
ン
」（
黄
色
の

指
定
袋
）へ
、
王
冠
・
金
属
キ
ャ
ッ
プ

は
「
不
燃
ご
み
」（
赤
色
の
指
定
袋
）へ
、

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
キ
ャ
ッ
プ
は
「
可
燃
ご

み
」（
緑
色
の
指
定
袋
）へ

※
く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推
進
課（
☎

20
‐
1
5
3
0
）へ
。

千
葉
県
災
害
義
援
金

一
部
損
壊
の
世
帯
に
も

配
分
さ
れ
ま
す

　

県
で
は
、
東
日
本
大
震
災
の
一
部
損

壊
世
帯
を
対
象
に
、
災
害
義
援
金
を
配

分
し
ま
す
。
詳
細
は
、
決
ま
り
次
第
お

知
ら
せ
し
ま
す
。
申
請
に
は
、
り
災
証

明
書
が
必
要
で
す
の
で
、
次
の
通
り
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
時
間
＝
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5

時
15
分

申
請
場
所
＝
危
機
管
理
課（
市
役
所
4

階
）

持
ち
物
＝
印
鑑
、
本
人
確
認
が
で
き
る

も
の
、
被
害
状
況
が
分
か
る
書
類
な

ど
の
写
し

※
く
わ
し
く
は
同
課（
☎
20
‐
1
5
2 

3
）へ
。

飼
い
主
は
マ
ナ
ー
を
守
っ
て

動
物
に
よ
る
危
害
防
止
対
策
強
化
月
間

市
民
の
皆
さ
ま
へ
お
詫
び

　

市
職
員
の
不
祥
事
に
つ
い
て

　

10
月
18
日
、
本
市
職
員
が
再
び
収
賄
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
る
と

い
う
事
態
が
発
生
い
た
し
ま
し
た
。

　

不
祥
事
が
相
次
ぎ
ま
し
た
こ
と
は
、
市
民
の
皆
さ
ま
に
、
大
変

申
し
訳
な
い
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
り
、
心
よ
り
お
詫
び
申
し

上
げ
ま
す
。

　

現
在
、
前
回
の
事
件
の
調
査
と
再
発
防
止
の
た
め
の
具
体
的

な
対
策
を
検
討
す
る
「
成
田
市
収
賄
事
件
調
査
・
再
発
防
止
委

員
会
」
を
設
置
し
、
調
査
・
検
討
を
進
め
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
が
、

そ
の
矢
先
に
こ
の
よ
う
な
事
件
が
発
生
し
ま
し
た
こ
と
は
、
市
長

就
任
以
来
、
ク
リ
ー
ン
な
市
政
を
目
指
し
入
札
制
度
改
革
に
取
り

組
ん
で
き
た
成
果
を
踏
み
に
じ
ら
れ
愕
然
と
す
る
と
と
も
に
、
市

民
の
皆
さ
ま
の
信
頼
を
大
き
く
裏
切
る
こ
と
と
な
り
、
深
く
お
詫

び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
後
は
、
事
件
を
徹
底
的
に
検
証
す
る
と
と
も
に
、
こ
こ
ま
で

モ
ラ
ル
や
倫
理
観
が
欠
如
し
て
い
た
こ
と
を
重
く
受
け
止
め
、
こ

の
よ
う
な
不
祥
事
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
、
職
員
の
綱
紀
保
持
の
更

な
る
徹
底
を
は
か
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
庁
内
全
体
の

チ
ェ
ッ
ク
体
制
を
強
化
し
、
こ
れ
か
ら
も
粘
り
強
く
、
市
民
の
皆

さ
ま
の
信
頼
回
復
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

成
田
市
長　

小 

泉 

一 

成
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行
い
、
住
民
の
安
全
な
生
活
を
確
保
す

る
た
め
、「
成
田
市
土
地
の
埋
立
て
等

及
び
土
砂
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
」

を
定
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
条
例
に
よ
り
、
市
内
で
5
0
0

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
埋
め
立
て
な
ど

（
一
時
た
い
積
を
含
む
）を
行
う
場
合
は
、

条
例
に
定
め
る
手
続
き
が
必
要
に
な
り

ま
す
。
安
全
基
準
に
適
合
し
な
い
土
砂

は
、
面
積
を
問
わ
ず
埋
め
立
て
な
ど
に

利
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課（
☎
20
‐

1
5
3
2
）へ
。

て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
同
課（
☎
20
‐
1
5
5 

3
）へ
。

犯
罪
被
害
給
付
金
制
度

遺
族
や
被
害
者
に

支
援
金
を

　

犯
罪
被
害
給
付
制
度
は
、
通
り
魔
殺

人
な
ど
の
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
、

不
慮
の
死
を
遂
げ
た
被
害
者
の
遺
族
や
、

身
体
に
重
大
な
危
害
を
受
け
た
被
害
者
、

障
が
い
が
残
る
こ
と
に
な
っ
た
被
害
者

に
対
し
、
国
が
一
定
の
給
付
金
を
支
給

す
る
も
の
で
す
。

　

市
で
も
、「
成
田
市
犯
罪
被
害
者
等

支
援
条
例
」
に
基
づ
き
、
同
様
の
支
援

金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
県
警
察
本
部
警
務
課
犯

罪
被
害
者
支
援
室（
☎
0
4 

3
‐
2 

0 

1
‐
0
1
1
0 

内
線
2
7 

0
2
）

へ
。
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例
に

つ
い
て
は
市
交
通
防
犯
課（
☎
20
‐

1
5
2
7
）へ
。

土
砂
に
よ
る
土
地
の
埋
め
立
て

残
土
条
例
が

適
用
さ
れ
ま
す

　

市
で
は
、
土
砂
の
搬
入
に
よ
る
埋
め

立
て
・
盛
り
土
・
た
い
積
行
為
、
搬
入

土
砂
の
土
質
に
対
し
て
必
要
な
規
制
を

受
付
日
時

○
ク
リ
ー
ン
推
進
課
、
下
総
・
大
栄
支

所
農
産
土
木
課
…
月
〜
金
曜
日（
祝

日
を
除
く
） 

午
前
9
時
〜
午
後
5
時

○
各
公
民
館
、
美
郷
台
地
区
会
館
、
三

里
塚
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、
リ

サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
…
月
曜
日
・
祝
日

を
除
く
毎
日 

午
前
9
時
〜
午
後
5

時
※
事
業
系
の
油
、
ラ
ー
ド
な
ど
動
物
性

の
油
、
機
械
油
な
ど
は
回
収
し
ま
せ

ん
。
く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推
進
課

（
☎
20
‐
1
5
3
0
）ま
た
は
リ
サ
イ

ク
ル
プ
ラ
ザ（
☎
36
‐
1
0
0
0
）へ
。

受
水
槽

設
置
者
は
適
切
な
管
理
を

　

マ
ン
シ
ョ
ン
や
ア
パ
ー
ト
な
ど
で
、

水
道
水
を
受
水
槽
に
貯
め
て
飲
み
水
と

し
て
供
給
す
る
施
設
の
設
備
や
水
質
の

管
理
は
、
建
物
の
所
有
者
や
管
理
者
が

行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

水
道
水
が
汚
染
さ
れ
る
こ
と
が
な
い

よ
う
に
、
受
水
槽
の
清
掃
や
点
検
な
ど
、

適
切
な
管
理
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

※
く
わ
し
く
は
水
道
部
工
務
課（
☎

22
‐
0
2
6
9
）へ
。

排
水
設
備
の
清
掃
・
点
検

訪
問
セ
ー
ル
ス
に

用
心
し
て
く
だ
さ
い

　

市
役
所
か
ら
紹
介
さ
れ
て
排
水
設
備

の
清
掃
・
点
検
に
来
た
、
と
い
う
よ
う

な
こ
と
を
言
っ
て
、
家
庭
を
訪
問
す
る

業
者
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

市
で
は
業
者
の
紹
介
や
あ
っ
せ
ん
は

行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

市
か
ら
業
務
を
委
託
さ
れ
た
業
者
は
、

必
ず
市
発
行
の
身
分
証
明
書
を
携
帯
し

て
い
ま
す
。
訪
問
セ
ー
ル
ス
な
ど
で
不

審
に
感
じ
た
ら
、
下
水
道
課
へ
連
絡
し

使
用
済
み
天
ぷ
ら
油
の
回
収

市
内
19
カ
所
で

集
め
て
い
ま
す

　

市
で
は
、
家
庭
か
ら
出
る
使
用
済
み

天
ぷ
ら
油
を
資
源
と
し
て
有
効
利
用
す

る
た
め
、
市
内
19
カ
所
で
回
収
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

回
収
で
き
る
の
は
、
サ
ラ
ダ
油
、
菜

種
油
、
ご
ま
油
な
ど
の
植
物
油
で
す
。

未
使
用
で
賞
味
期
限
の
切
れ
た
油
は
容

器
の
ま
ま
持
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
。

排
出
方
法
＝
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
な
ど
の
ふ

た
が
閉
ま
る
容
器
の
中
身
を
ゆ
す
い

で
水
気
を
切
り
、
十
分
に
冷
え
た
使

用
済
み
天
ぷ
ら
油
を
入
れ
、
回
収
場

所
へ

回
収
場
所
＝
ク
リ
ー
ン
推
進
課（
市
役

所
2
階
）、
下
総
・
大
栄
支
所
農
産

土
木
課
、
各
公
民
館
、
美
郷
台
地
区

会
館
、
三
里
塚
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
、
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ

11月の水道水の排水作業

作業日 予定地区 予定時間

11月7日㈪ 不動ヶ岡地区
午後11時

～

翌午前5時

　市水道部では水質維持のため、次の通り水道水の排水作業を行います。
　予定地区では、一時的に減水・濁りなどが発生することもありますので、ご了
承ください。受水槽を使用している場合は、万一に備え適切な措置をお願いします。

※くわしくは市水道部工務課（☎22-0269）へ。

【10月1日～15日】
市長日誌

総合窓口で住民票を手渡す（11日）

1日 成田ワールドミュージックフェス
2011　

2日 成田市国際市民フェスティバル
2011・子ども会まつり

成田四
し

季
き

彩
さい

祭
さい

写真コンテスト成
田の風景　2010-2011表彰式
なりた川柳大会2011

3日 教育委員辞令交付
4日 POPラン大会実行委員会

空港圏の未来を語る会
5日 「ソラからジェシカ」JAL国際線

機内映画採用記者会見
7日 獣魂祭
8日 市民運動会
9日 ツール・ド・ちば2011 

千葉県少年野球低学年大会
（ロッテ旗争奪戦）

11日 総合窓口開設式
福島県双葉郡浪江町議会議長
あいさつ

13日 航空機事故消火救難総合訓練
14日 根木名川土地改良区総代会
15日 フォークダンス祭

ユネスコ加盟60周年　関東ブ
ロック・ユネスコ活動研究会in
成田
NARITA花火大会in印旛沼

17 広報なりた 2011.11.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です



女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動

被
害
者
の
い
な
い
社
会
を

目
指
し
て

　

11
月
12
日
㈯

〜
25
日
㈮（
女

性
に
対
す
る
暴

力
撤
廃
国
際

日
）は
、「
女
性

に
対
す
る
暴
力

を
な
く
す
運
動
」
期
間
で
す
。

　

暴
力
は
、
そ
の
対
象
の
性
別
や
被
害

者
と
の
間
柄
に
関
わ
ら
ず
、
決
し
て
許

さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

特
に
、
女
性
に
対
す
る
暴
力（
配
偶

者
な
ど
か
ら
の
暴
力
・
性
犯
罪
・
売
買

春
・
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
な
ど
）の
な
い

社
会
づ
く
り
を
進
め
ま
し
ょ
う
。

※
配
偶
者
な
ど
か
ら
の
暴
力
に
関
す

る
相
談
は
千
葉
県
女
性
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー（
☎
0
4
3
‐
2
0
6
‐

8
0
0
2
・
24
時
間
3
6
5
日
対

応
）へ
。

不
法
投
棄

定
期
的
に
見
回
り
を

　

道
路
や
個
人
の
土
地
へ
の
家
電
製
品

や
家
庭
ご
み
、
建
築
廃
材
な
ど
の
不
法

投
棄
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

　

市
で
は
、
不
法
投
棄
監
視
員
な
ど
に

よ
る
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
い
、
監
視
カ
メ

ラ
を
設
置
す
る
な
ど
、
監
視
体
制
の
強

化
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

不
法
投
棄
を
防
止
す
る
に
は
、
地
域

に
お
け
る
不
審
者
・
不
審
車
両
な
ど
の

監
視
や
、
土
地
所
有
者
の
適
正
な
管
理

が
大
切
で
す
。
不
法
投
棄
防
止
の
た
め
、

柵
や
看
板
の
設
置
・
定
期
的
な
見
回
り

な
ど
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課（
☎
20
‐

1
5
3
2
）へ
。

年
末
調
整
の
説
明
会

法
人
・
個
人
の

白
色
申
告
者
を
対
象
に

　

法
人
・
個
人
の
白
色
申
告
者
を
対
象

に
、
平
成
23
年
分
の
年
末
調
整
と
法
定

調
書
・
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
方
法

に
つ
い
て
の
説
明
会
を
行
い
ま
す
。

日
時
＝
11
月
10
日
㈭ 

午
前
10
時
〜
正

午
、
午
後
1
時
30
分
〜
3
時
30
分

会
場
＝
中
央
公
民
館

　

個
人
青
色
申
告
者
を
対
象
と
す
る
説

明
会
は
、
12
月
に
行
う
予
定
で
す
。

※
く
わ
し
く
は
成
田
税
務
署
法
人
課
税

第
二
部
門（
☎
28
‐
5
1
5
1
・
音

声
案
内
で
「
2
」
番
を
選
択
）ま
た

は
市
市
民
税
課（
☎
20
‐
1
5
1
3
）

へ
。

窒
素
酸
化
物
の
冬
季
対
策

車
の
使
用
と

暖
房
は
控
え
め
に

　

冬
季
は
大
気
が
よ
ど
み
、
汚
れ
や
す

く
な
り
ま
す
。
県
と
県
内
市
町
村
で
は
、

11
月
〜
1
月
を
「
窒
素
酸
化
物
に
係
る

冬
季
対
策
期
間
」
と
し
て
、
大
気
汚
染

物
質
の
一
つ
で
あ
る
窒
素
酸
化
物
の
排

出
削
減
対
策
を
実
施
し
ま
す
。

　

自
動
車
の
使
用
を
控
え
る
、
ア
イ
ド

リ
ン
グ
・
ス
ト
ッ
プ
に
努
め
る
、
暖
房

は
控
え
め
に
す
る
な
ど
、
皆
さ
ん
の
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課（
☎
20
‐

1
5
3
2
）へ
。

自
転
車
の
走
行

ル
ー
ル
を
守
り
安
全
に

　

交
通
事
故
の
う
ち
、
自
転
車
が
関
係

す
る
事
故
が
2
割
を
占
め
て
い
ま
す
。

　

中
で
も
自
転
車
が
無
秩
序
に
歩
道
を

通
行
す
る
な
ど
、
ル
ー
ル
を
守
ら
な
い

乗
り
方
が
目
立
っ
て
い
ま
す
。

　

自
転
車
は
車
道
通
行
が
原
則
で
す
が
、

次
の
場
合
は
歩
道
を
通
行
で
き
ま
す
。

○
歩
道
通
行
可
の
標
識
な
ど
が
あ
る

○
自
転
車
の
運
転
者
が
13
歳
未
満
の
子

ど
も
、
70
歳
以
上
の
高
齢
者
、
体
の

暮

ら

し

の

お

知

ら

せ

Information

外

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
回
収
に
ご
協
力
を

※ 

ペッ
ト
ボ
ト
ル
は
各
地
域
リ
サ
イ
ク
ル
団
体
と
ペッ
ト
ボ
ト
ル
店
頭
回
収
協
力
店
へ（
下
総
・
大

栄
地
区
は
収
集
日
に
集
積
所
へ
出
し
て
く
だ
さ
い
）。
キ
ャッ
プ
・
ラ
ベ
ル
は
指
定
袋
に
入
れ
て

く
だ
さ
い
。
く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推
進
課（
☎
20
‐
1
5
3
0
）へ
。

い
ま
す
の
で
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課（
☎
20
‐

1
5
3
2
）へ
。

成
田
浄
化
セ
ン
タ
ー
の
改
修
工
事

く
み
取
り
・
清
掃
は

早
め
に
依
頼
を

　

成
田
浄
化
セ
ン
タ
ー
で
は
、
11
月
19

日
㈯
〜
26
日
㈯
の
間
、
し
尿
や
浄
化
槽

汚
泥
を
処
理
す
る
薬
品
注
入
設
備
な
ど

の
改
修
工
事
を
行
い
ま
す
。
期
間
中
は
、

く
み
取
り
便
所
の
く
み
取
り
や
浄
化
槽

の
清
掃
作
業
が
で
き
ま
せ
ん
。　

　

く
み
取
り
・
浄
化
槽
の
清
掃
が
必
要

な
人
は
早
め
に
依
頼
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
衛
生
課（
☎
20
‐

1
5
3
1
）へ
。

不
自
由
な
人

○
交
通
状
況
か
ら
や
む
を
得
な
い
と
き

　

自
転
車
に
乗
る
と
き
は
、
ル
ー
ル
を

守
っ
て
安
全
に
走
行
し
ま
し
ょ
う
。

※
く
わ
し
く
は
交
通
防
犯
課（
☎
20
‐

1
5
2
7
）へ
。

空
き
地
の
管
理

草
刈
機
を
無
料
で

貸
し
出
し
て
い
ま
す

　

空
き
地
の
雑
草
を
伸
び
放
題
に
し
て

お
く
と
、
ご
み
の
捨
て
場
所
や
害
虫
類

の
発
生
原
因
と
な
り
ま
す
。
空
き
地
の

所
有
者
は
、
早
め
に
草
を
刈
る
な
ど
、

適
正
な
土
地
管
理
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
、
草
刈
機
を
無
料（
刈
刃
と

燃
料
は
個
人
負
担
）で
貸
し
出
し
し
て
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